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眠

苑

岡
山
藩
自
白
替
舶
雌

第
二
十
五
巻

一O
E
O

第
五
韓

O ノ、

説

苑

岡

山

藩

の

白

骨

舵

廠

黒

正

巌

tま

し

が

き

徳
川
時
代
に
於
て
は
武
士
階
級
が
そ
の
需
要
を
充
足
す
る
の
手
段
ご
し
て
、
商
工
業
に
特
棋
を
奥
へ
、
座
又
は

株
仲
間
営
組
織
せ
し
な
る
を
常
ご
し
た
o

蓋
し
之
は
獅
占
正
侍
統
ご
を
基
礎
ご
す
る
封
建
枇
品
目
に
於
け
る
常
然
り

事
で
あ
ら
う
。
殊
に
武
士
は
商
工
業
上
の
知
識
技
能
に
乏
し
か
っ
た
、
め
、

た
.
と
ひ
務
ハ
り
碇
傍
専
実
業
を
行
ふ
場

合
に
も
‘
必
中
町
人
を
要
用
し
て
、

都
品
百
に
従
事
せ
し
め
、
武
士
は
箪
に
之
が
監
督
を
な
す
に
す
ぎ
泊
有
様
で
ゐ

る
。
従
て
武
士
階
級
は
財
政
的
窮
之
を
救
ふ
縛
め
に
細
々
の
施
設
を
試
み
た
が
、
完
全
な
る
直
借
り
事
業
は
殆
ど

一ー一一一

な
〈
、
新
聞
開
墾
の
如
き
も
大
規
模

E
つ
有
利
な
る
も
の
に
つ
き
て
は
自
営
せ
る
も
の
少
〈
な
レ
が
、
之
れ
ど
で

も
継
総
的
内
事
業
正
し

τ行
っ
た
も
の
で
は
な
〈
、
開
墾
が
了
れ
ば
そ
の
組
織
を
解
鵠
し
た
の
で
ゐ
る
。
故
に
継

....， " 



一一一一一一一一→一一一一一

続
的
白
血
官
事
業
ご
し
て
の
健
制
殊
に
蛸
労
働
組
織
を
覗
ふ
が
如
主
事
例
は
比
較
的
に
少

ν。

岡
山
藩
に
於
て
は
嘗
う

τ自
営
の
金
融
機
関
ご
し
て
寛
文
十
一
年
以
来
大
規
模
な
る
批
倉
治
会
賞
施
し
た
る

也
、
暫
(
に
し
て
廃
止
せ
ら
れ
、
そ
の
後
久
し
〈
専
寅
類
似
の
仕
法
を
見
な
か
っ
た
。
天
保
年
中
に
鋪

ω専
買
を

行
っ
た
正
の
文
献
が
大
阪
に
存
す
る
も
、
嘗
の
本
闘
に
於
ー
は
そ
の
文
献
に
見
ゆ
る
が
如
き
仕
訟
は
行
は
れ
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
叉
そ

ω
他
の
事
業
に
つ
旨
て
は
専
資
類
似
の
仕
法
は
全
然
な
か
っ
た
ピ
見
て
き
し
っ
か
へ
は

な
い
。
只
唯
一
の
例
ご
し
て
覚
、
水
年
度
以
来
航
船
の
建
造
等
の
錦
め
に
「
舟
入
L
E
稗
す
る
航
肱
を
設
り
自
己
終
盤
百

を
行
っ
て
居
た
。
問
よ
り
こ
の
般
雌
に
於

τ建
遣
す
る
鮒
舶
は
主
正
し
て
務
政
府
が
直
接
に
箭
要
す
る
所
の
も
の

に
す
ぎ
な
い
。

一
般
人
民
の
掛
川
酌
叉
は
海
岸
を
布

L
ない
Y

隣
務
の
柏
崎
め
に
、
遊
舶
を
引
旨
諦
げ
た
事
は
殆
ど
な
か

っ
た
も
の
ご
思
は
れ
る
。
ぞ
れ
は
隣
藩
た
る
津
山
謡
や
足
山
寸
滞
は
海
に
接
し
な
い
た
め
、
そ
の
所
有
般
を
保
管
す

る
に
困
雑
し
た
る
も
、
務
は
自
ら
そ
の
保
管
を
も
な
さ
守
、
市
守
色
民
間
に
托
せ
し
め
、
且
つ
軍
事
上
の
理
由
も
あ

っ

τ、
か
な
h
巌
格
に
之
を
監
秘
し
た
の
に
徴
し
て
推
察
す
る
事
が
出
来
る
。

岡
山
務
が
何
故
仁
自
己
経
営
の
帥
刷
版
を
遣
っ
た
か
に
就
い

τは
色
々
の
理
由
が
あ
る
。
一
五
ム
迄
も
な
〈
徳
川
崎

代
に
於

τは
陸
上
交
通
機
関
は
著
し
い
後
這
を
遂
げ
た
ど
は
い
で
猶
水
上
交
通
特
仁
海
上
交
通
は
、
最
も
便
利

且
つ
重
要
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
幕
府
が
河
村
瑞
軒
を
L
て
瀦
州
米
を
態
々
船
舶
に
よ
っ

τ注
〈
江
戸
に
廻
透
せ

L
め
た
る
が
如
き
は
却
も
挺
上
交
通
が
陸
運
よ
h
も
世
聴
か
に
有
利
で
あ
っ
た
事
を
物
語
る
一
例
で
あ
る
。
藤
代
名

~ 

第
二
十
五
巻

第
五
観

O 
九

詑

岡
山
藩
白
白
皆
掛
廠
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第
二
十
五
巻

O 
五

苑

第
五
時
肺

O 

岡
山
盛
白
白
普
船
廠

設

君
賢
匝
相
蹟
で
闘
で
、
其
の
領
内
よ
〈
関
畿
さ
れ
た
Z
V
は
る
、
岡
山
務
仁
於
て
も
矢
張
・
9
3
う
で
あ
っ
た
。
岡

山
藩
は
瀬
戸
内
海
に
商
し
、
海
岸
に
は
多
(
の
良
港
が
ゐ
る
上
に
、
韓
間
内
を
貫
流
す
る
吉
井
川
旭
川
の
二
大
川
が

一
般
人
民

ω交
通
に
も
、
亦
務
内
の
利
貢
米
を
間
山
そ
の
他

ω米
臓
の
所
在
地
に
運
送
す
る
に
も
多
(
水

あ
る
。

蓮
に
よ
っ
た
。
殊
仁
大
阪
へ
の
墨
り
米
、
江
戸
へ
の
廻
り
米
の
蓮
迭
は
悉
(
海
運
に
よ
っ
た
も
の
で
ゐ
る
。
廷
に

経
済
的
運
脇
酬
の
目
的
の
外
に
、

そ
の
地
理
的
関
係
上
、
純
h
N

な
る
鮪
に
於
て
般
舶
を
必
要
，
と
し
た
。
即
す
り
、

カ3

0) 

幕
府
御
城
米
の
廻
迭
に
際
じ
、
そ
の
船
舶
が
岡
山
務
内
の
議
所
に
寄
港
し
た
場
合
に
は
、
滞
政
府

ω蜘
手
は
色
々

吉
之
が
補
助
を
命
壱
ら
れ
、
朝
鮮
使
節

ω往
還
に
方
h
工
は
そ
の
警
護
に
嘗
る
の
義
務
を
有
し
、
務
主

ω一
会
親
交

替
に
際
し

τ
は
主
ご

Lτ
大
阪
迄
般
で
上
h
、
そ
れ
か
ら
陸
路
江
戸
に
向
っ
た
o

叉
海
岸
管
怖
の
必
要
も
多
か
っ

化
。
か
儀
の
次
第
で
附
山
藩
政
府
は
、
そ
の
経
済
上
、
儀
樺
上
井
に
保
安
上
、
船
舶

ω力
に
侯
つ
事
甚
大
で
あ
っ

た
。
従
て
岡
山
藩
が
そ
の
水
上
蓮
総
に
劃
し
て
試
み
た
施
設
は
、
他
の
諸
般
の
施
設
ご
共
に
極
酌
て
整
頓
苫
れ
た

も
の
で
あ
る
o

水
運

ω管
理
経
笹
の
任
に
常
予
部
局
た
る
「
舵
手
」
は
、
そ
の
組
織
仲
々
大
規
模
で
あ
っ
て
、
務
政

上
重
要
の
地
位
を
占
め

τゐ
た
。
此
等
金
健
の
統
制
に
つ

3
て
は
己
に
他
の
機
曾
に
於
て
詳
述
し
た
か
ら
、
訪
日
に

は
之
に
論
及
す
る
ニ
ピ
ef
止
め
・
只
、
船
舶
数
の
大
館
、
般
廠
的
一
縫
冊
増
刷
仰
草
並
に
そ
の
規
模
、
航
廠
に
於
り
る
従

業
者
卸
も
小
役
人
や
労
働
者
が
、
ど
ん
な
に
規
制
さ
れ
て
ゐ
た
か
を
略
記
し
て
、
以
て
徳
川
時
代
に
於
り
る
離
惜
の

自
且
官
業
の
拙
労
働
統
制
的
一
斑
を
覗
ム
の
責
に
供

L
ょ，フ
E
思
ム
。

瓢築、公主量留及。法例!l;fli羽域来旭詮に闘する諸保

同よ 朝鮮曲師苛踏に刷-，.る韻羽

1) 
2) 

一. '
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岡
山
藩
の
舶
舶
敷

徳
川
時
代
に
於
て
岡
山
藩
内
の
-
公
判
払
所
有
の
般
舶
が
ど
の
位
あ
っ
た
か
は
、
不
完
全
な
が
ら
舵
手
の
記
録
に
よ

っ
て
大
槌
覗
は
れ
る
。
岡
山
務
は
舶
廠
を
白
替
し
相
蛍
の
船
舶
を
所
有
し
て
ゐ
た
己
は
い
士
号
の
数
は
到
底
民

間
の
般
舶
敷
仁
比
す
べ
く
も
な
か
っ
た
。
而
て
務
所
有
の
般
舶
の
内
、
隻
数
か
ら
い
へ
ば
そ
の
大
多
数
は
経
済
的

運
輸
の
殺
め
仁
用
ひ
ら
る
、
も
の
で
め
っ
柁
が
、
特
仁
大
型
の
も
の
は
藩
主
使
用
の
御
座
船
に

Lτ
、
荷
物
船
で

は
な
〈
、
船
廠
設
立
の
ま
た
る
目
的
も
亦
こ
の
稲
の
大
型
舶
の
保
管
建
設
並
に
修
繕
に
あ
っ
た
。
嘗
て
輯
聞
は
大
規

模
に
運
途
舶
を
遺
h
、
暴
米
、
廻
米
等
を
白
告
せ
ん
ご
し
た
る
事
も
ゐ
る
が
不
成
功
に
了
っ
た
の
で
、
一
般
の
蓮
聡

交
通
は
主
Z
し
て
務
内
民
有
の
蹄
嫡
に
よ
h
、
務
政
府
は
色
々
の
方
法
で
民
間
の
造
船
並
に
舟
航
の
事
を
奨
闘
し

た
o

例
へ
ば
藩
外
へ
多
量
の
務
庫
の
米
穀
等
を
聡
迭
す
る
際
に
も
務
内

ω舶
持
は
務
外
般
持
よ
h
も
運
途
上
の
過

失
に
よ
る
損
害
の
賠
償
に
閲
し
て
有
利
な
る
傑
件
を
輿
へ
ら
れ
、
叉
加
持
に
金
を
貸
付
り
、
殊
仁
江
戸
へ
航
海
す

る
時
は
そ
の
留
守
手
嘗
を
給
し
た
る
が
如
語
、
そ
の
著
し
い
も
の
で
あ
る
。
か
(
て
務
内
民
有
の
船
舶
は
年
々
増

加
し
、
そ
の
教
は
船
舶
謹
上
等
の
闘
係
よ
り

L
て
、
可
な
h
詳
L
イ
記
録
に
惑
っ
て
ゐ
る
。
併
L
官
有
の
も
の
に

ー一一一一

っ
き
て
は
前
後
二
個
の
ま
ご
ま
っ
た
記
録
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
封
外
的
に
多
少
秘
密
E
す
る
の
必
要
が

あ
っ
た
の
で
、
徐
h
後
表
苫
れ
な
か
っ
た

h
の
、
如
(
に
思
は
れ
る
o

こ
の
事
は
勝
て
務
政
府
が
自
ら
舶
臓
を
経

苑

股

第
二
十
五
巻

一O
五一-一

岡
山
落
白
白
替
船
廠

第
王
都

船手御法留、草保七年七H丸日由主主

評定留、延筑元年七月時日由蹄

舟手御法留、天保五年七月四他告銀貸果法に闘する除

留帳、草保七年+月二十三日目協

3) 

4) 

且)

-. 



鼠

苑

岡
山
藩
白
白
普
船
廠

第
二
十
五
巷

一O
五
四

第
五
説

磐
享し
保 1""
寛一
延の
ω 理
頃由
l二 fご
はご
、川も

下い
ちへ
六ょ
丈う
ノ司、 。
尺

五

挺

二
十
端
り
白
鴎
九
を
最
大
ざ
し
て
大
小
約
百
隻

ω舶
が
務

の
所
有
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
天
保
十
二
年
十
二
月

ω調
査
に
よ
れ
ば
、
務
政
府
直
胤

ωも
の
約
百
十
一
隻
・
大
坂

誌
般
六
隻
、
こ
の
外
五
家
老
及
び
大
宮
り
所
有
航
百
十
隻
で
あ
る
o

而
て
務
政
府
夜
風
船
中
十
七
隻
は
枇
倉
米
宇

都
方
銀
を
以
て
建
設
し
て
居
品

'
M
Z
が
津
田
永
忠

ω
鐙
虫
同
に
明
記
さ
れ
て
ゐ
る
o

民
有
般
的
総
数
に
つ
き
最
古

ω記
録
は
克
文
七
年
二
月

ω備
前
闘
中
般
改
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
は
総
計
三
百
六

十
九
娘
、
前
年
に
比
L
五
線
増
ご
ゐ
る
。
寛
文
六
年
に
も
航
改
が
あ
っ
た
も
の
吉
見
え
る
つ
一
見
に
延
寅
一
元
年
の
図

中
浦
川
崎
舶
改
目
録
仁
は
、
三
百
九
十
二
隻
(
捕
地
四
十
ケ
村
岡
山
町
共
)
五
焔
帆
よ
h
二
十
三
蹴
帆
迄
、
但
し
石
に

し
て
三
十
五
石
よ
h
八
百
石
迄
、
之
を
石
高
に
し
て
六
高
二
千
七
百
二
十
一
石
、
帆
数
合
せ
て
三
千
二
百
四
十
六

端
正
ゐ
る
o

そ
れ
が
延
資
入
年
十
二
月
に
は
略
ぽ
同
一
の
型

ω舶
ωみ
で
約
九
十
隻
、
石
敷
に
於
て
一
荷
七
千
石

を
増
加
し
、
大
小
合
す
る
ご
二
千
九
百
九
十
三
隻
・
帆
数
九
千
六
百
十
反
で
ゐ
る
。
一
見
に
天
保
十
二
年
十
月
に
は

総
計
四
千
七
百
七
十
五
隻
に
増
加
し
て
ゐ
る
。

A
1
之
を
官
有
肋
己
正
確
に
比
較
す
る
事
は
出
来
な
い
け
れ
ど
も
、

民
有
般
の
後
淫

ω粍
度
は
之
れ
で
概
槻
-
出
来
る
で
あ
ら
う
。

一一戸

事
情
斯
〈
の
如
〈
で
ゐ
る
か
ら
、
務
政
府
山
有
す
る
船
舶

ω
重
要
さ
は
一
一
港
会
値
ピ

t
て
は
き
し
て
重
大

ω意

義
を
有
す
る
も
の
で
は
な
ハ
1

0

併
し
民
有
舶

ω建
設
修
理
仁
つ
当
て
は
そ
の
拙
労
働
の
欣
態
、
賃
銀
等
記
録
の
徴
す

船手攻田久左衛門の手詑

船T松本政千言日

元時十六年 l'ニ月奥田某近藤某より持出したる調書同容

叫 l'心船勤は類制舶手間艇の記録による

)

)

)

)
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べ
き
も
の
が
な

ν
付
れ
ど
も
、
務
の
品
川
廠
に
闘

tτ
は
棺
常
に
文
献
も
あ
b
、
殊
に
一
一
柑
の
官
業
ご
し
て
の
納
廠

の
事
柄
を
記
す
の
は
、
徳
川
時
代
の
宵
業
並
に
立
(
勢
働
制
度
山
一
例
正
し
て
強
ち
無
盆
で
も
あ
る
ま
い
吉
田
山
ふ
。

舶
版
の
融
持
革
ご
そ
の
規
模

池
田
治
政
は
寛
永
十
一
年
に
大
小
三
十
五
隻
ゆ
般
を
新
治
L
、
踊
島
村
(
旭
川
の
河
口
)
に
舟
入
骨
造
っ
て
之
を

納
め
て
居
た
。
叉
克
政
が
封
を
鱒
じ
て
来
る
前
の
附
山
部
耐
主
た
る
拙
岡
光
仲
が
綱
蹴
倒
的
舟
入
に
五
十
品
川
隻
を
納
品

て
ゐ
た

ω
T譲
受
付
て
、
新
治
加
古
一
緒
仁
之
を
も
踊
島
舟
入
に
納
め
k
o
併
I
同
年
誕
に
=
干
八
隻
を
建
造
し

た
の
で
踊
島
の
舟
入
は
狭
陣
ど
な
与
、
兎
ぴ
銅
山
由
に
刈
入
を
治
っ
た
。
所
が
ニ

ω
二
個
所
の
般
入
は
色
々
の
自
然

的
不
利
が
ゐ
っ
て
加
入
ご
し
て
遁
散
で
な
い
の
で
・
途
に
延
期
且
一
克
年
七
月
・
時
の
脚
本
行
が
、
来
日
紳
枇
前
に
大

規
模
的
舟
入
を
新
設
す
や
へ
き
一
品
企
建
議
し
た
。
恰
も
こ
の
時
は
大
株
水
的
後
で
失
業
者
が
多
か
っ
た
、
的
、
之
等

め

の
人
々
に
授
峨
す
る
の
目
的
を
以
て
そ
の
質
現
を
見
た
。
ニ
の
舟
入
は
今
日
迄
も
倫
は
残
存
し

τ居
品
。

表
日
一
柳
枇
前

ω舟
入
は
設
時
の
も
の
ご
し

τは
、
そ
の
規
模
が
可
な
り
大
な
る
も
の
ご
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
延

。

寅
一
元
年
七
月
か
ら
十
一
月
木
迄
工
事
が
行
は
れ
た
c

そ
の
面
積
は
約
一
高
四
千
五
百
坪
に
し
て
、
之
に
要
し
た
る

一一…一

費
用
は
銀
百
三
十
八
民
八
百
十
六
匁
、
御
繊
細
役
台
計
五
千
九
百
四
十
三
入
、
人
民
り
夫
役
は
明
確
な
数
は
出
工

ゐ
な
い
が
、
決
算
書
に
鬼
は
れ
た
る
も
の
を
合
算
す
れ
ば
約
一
再
三
千
三
百
人
で
ゐ
る
引
決
算
書
仁
』
れ
ば
色
々

詑

苑

岡
山
藩
由
自
警
船
腹

弟
二
十
五
巻

一O
五
五

第
五
貌

= 

録定勘御f
 

車
中dw 

k
J
 

約
制
w

m入
定
舟

軒
御
艇

の
日
間

目
七
日

一
十
三

載

十

三

十

枚

三

月

ニ

築
帆
月
二
月

掴
印
刷
七
十
七

詑
手
恩
師
千
年

商
軸
量
定
工

手
車
掛
費
資

制
翻
匝
延
延

10) 
11) 
12) 
131 
14) 
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一O
宜
六

第
五
貌

四

設

施

岡
山
藩
の
由
普
船
厩

第
二
十
五
巻

の
工
事
費
目
が
出
℃
ゐ
る
り
れ
ロ
」
も
煩
仁
亘
る
を
以
て
弦
に
は
省
慨
す
る
。

四

舶
廠
に
於
け
る
一
般
取
締
並
に
労
働
規
定

鮒
廠
内
に
は
舟
入
場
・
作
事
場

御
用
所
並
に
水
夫
舶
一
闘
の
如
き
現
業
員
に
相
賞
す
る
者

ω
住
居
が
ゐ
っ
た
。

而
て
船
耐
臓
を
支
配
す
る
も
の
は
、
舵
手

ω最
高
役
人
ね
る
船
奉
行
で
あ
る
、
併
し
舶
廠
を
椛
接
に
取
締
る
も
の

は
、
加
入
奉
行
・
御
船
作
事
奉
行
等
の
諸
役
人
で
あ
る
。
彼
等
は
次
の
ニ
つ
の
捻
に
準
壊
し

τそ
の
職
務
仁
従
事

す
る
。4

.
御
舟
入
御
用
所
掲
示
。

そ
の
制
定
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
、

御
舟
手
諸
手
貼
紙
留
に
牧
戦
古
る
。

一
、
制
叫
人
住
肘
山
者
共
御
門
山
入
。
義
度
々
市
行
中
へ
相
曲
任
指
刷
路
師
侠
時
是
又
可
制
屑
井
に
外
よ
り
男
女
共
待
客
一
前
仕
せ
候
飾
は
平
曲
誰

本
行
中
へ
相
断
可
斜
相
凶
衣
第
事

一
、
制
加
子
U
K
H
に
雌
H
U
不
逝
省
一
日
制
致
せ
山
叩
川
敷
、
相
何
々
不
叶
備
に
一
宿
世
せ
医
事
於
布
之
者
米
〆
打
中
へ
相
断
可
保
描
削
供
、
不
具
申
M

円
へ
龍

山
一
宿
致
儀
担
知
川
、
不
山
謹
夜
奉
行
拍
制
攻
停
可
抑
制
仰
事

一
、
制
円
山
人
山
儲
松
山
ツ
描
供
て
は
世
知
川
、
平
川
川
市
申
布
引
之
悲
む
巾
へ
判
断
作
拍
刷
協
山
供
と
も
凶
ツ
時
よ
り
内
師
山
叩
可
帯
、
並
に
川
手
御
門

的
位
は
石
川
剛
山
門
郎
、
金
兵
衛
4
和
一
り
抗
一

a
e
E
4曲
山
泊
記
入
川
一
申
事

一ー一一一

一
、
桐
舟
人
事
多
仙
台
明
刊
番
白
ー
本
行
に
不
肌
雨
入
共
に
館
山
甜
事
可
被
中
刊
事

一
、
御
舟
#
共
銘
ム
ペ
御
前
込

ω
制
曲
院
々
且
担
リ
姉
崎
帯
忠
誠
或
者
雨
漏
年
布
之
艇
は
L

佼
人
死
玩
リ
早
々
可
証
抜
刷
刊
の
地
茸
引
佐
簡
下
地
よ
り

可
愈
入
品
役
と
迩
供
問
hhl叫
利
川
に
不
仕
様
=
日
を
勅
陪
古
茸
足
を
考
へ
雨
漏
等
錦
之
椋
ル
副
役
人
γ

い
も
先
謡
器
障
可
申
談
桐
舟
番
不
断
動
方
之

上掲勘定目録による

一本は久山千四郎平λ郎止ある。
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儀
下
代
御
武
具
番
共
諸
事
指
凶
之
遁
相
肯
陶
政
事

一
、
苧
物
木
柿
其
件
諸
説
具
御
蔵
の
内
に
て
隔
世
申
儀
役
人
世
に
平
仕
常
に
御
舟
番
共
取
置
役
人
物
干
仕
廻
御
蔵
入
円
筒
御
成
丹
内
に
て
夫
々

HAJ

け
世
入
拾
に
仕
置
せ
中
間
政
候
、
並
に
方
々
行
自
制
舟
仕
担
供
者
蹴
物
綱
本
に
不
人
分
も
干
せ
仕
抱
可
申
事

一
、
諸
色
引
替
道
具
措
蕗
可
曲
者
随
分
考
壮
替
γ

小
中
候
て
平
川
も
の
に
相
柚
分
制
舟
作
事
場
へ
出

L
其
ょ
に
て
議
峠
昧
仕
替
可
申
事

一
、
御
甜
方
々
へ
泣
候
ハ
仰
諦
配
方
よ
り
臓
物
刺
謡
政
と
て
外
北
山
醐
と
入
替
持
参
引
庇
と
幻
有
之
制
品
川
番
心
得
に
て
川
県
替
迫
間
以
候
、
軒

L
又
仕
叫

に
赴
き
居
申
刺
に
て
も
市
之
候
は
A

御
副
首
作
車
場
へ
出

L
何
も
且
分
之
上
に
て
取
替
可
遺
尤
御
舟
耕
位
廻
桐
舟
諸
遊
具
共
に
制
胡
番
手
前
よ
り
善

患
の
評
議
を
官
て
無
用
心
に
夢
ら
さ
る
儀
有
之
仮
作
者
受
取
方
よ
り
断
中
時
心
事

一
、
大
凪
之
師
川
維
刷
用
意
有
之
よ
位
蹴
物
細
班
制
一
筋
に
て
も
出
町
一
政
、
不
芯
候
て
不
叶
棋
様
に
候
者
何
も
相
談
目
上
に
可
山
北
定
川
維
昏
候
節

善
悪
伝
人
盆
時
時
柑
所
随
分
繊
せ
可
山
中
村
、
登
せ
船
J

』
簡
山
内
証
せ
制
栴
有
之
者
船

H
D
制
に
て
ま
せ
山
・
憧
陛
無
用
に
怯

一
、
勉
役
人
仕
姐
断
に
見
廻
り
此
の
用
心
可
愈
人
事

回
、
衣
に
御
舟
作
事
場
の
盛
督
仁
っ
き
舟
手
の
役
人
仁
命
じ
た
る
規
定
が
あ
る
o

之
は
宜
伸
留
に
作
事
場
に
労
働

す
る
者
に
封
し

τ
規
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
v

が
、
「
御
舟
作
事
場
掲
示
」
ど
あ
ち
て
作
事
場
に
掲
げ
た
る
費
書
で

あ
っ
て
、

一
方
に
は
役
人
を
規
律
し
他
方
帥
労
働
者
に
も
そ
の
守
る
べ
き
紬
を
指
示
し
た
も
の
で
め
る
。

之
の
規
定
保
項
中
に
は
御
用
所
の
掲
示
吉
岡
一
の
筒
僚
が
二
三
ゐ
っ
た
か
ら
、
そ
の
貫
複
し
な
レ
も
の
女
け

'v-

左
に
掲
げ
見

τょ
う
。

一
、
御
，
刈
手
役
人
中
下
代
に
E
る
迄
毎
朝
蜘
・
刈
作
事
場
へ
髄
山
諸
色
川
事
御
鎚
宜
晶
体
に
可
被
中
骨
事

-
、
制
手
同
期
日
も
提
唱
役
λ
銘
々
手
前
過
人
知
之
候
様
笹
山
し
役
割
の
手
前
に
て
逢
時
時
給
豆
横
目
中
昔
到
帳
被
致
見
合
銘
々
役
所
岱
日
不
恒
姐

肱

苑

岡
山
藩
目
白
腎
船
廠

第
二
十
五
経

-
O五
七

第
五
観

五

， "・.'.~ 



詑

苑

岡
山
雄
白
白
笹
帥
雌

第
二
十
育
審

一O
五
凡

晶
玉
棋

"-J、

し
て
不
叶
儲
域
首
相
延
不
倍
能
北
幸
諸
手
と
令
制
談
仰
叫
拙
様
記
役
人
一
吋
似
致
指
引
事

一
、
御
舟
人
作
事
場
大
工
大
つ
過
よ
り
罷
出
脆
省
日
人
仕
旭
日
々
若
到
ノ
義
者
且
計
時
不
極
可
相
改
候
大
工
謹
食
ノ
供
夏
土
用
中
位
相
談
田
上
に
て

h
J
々
件
不
明
山
事

一
、
御
舟
作
事
共
外
山
義
に
て
も
諸
職
人
役
仕
り
巾
節
下
車
行
中
H
A
廻
り
油
断
平
仕
様
に
山
什
諸
色
入
用
の
品
夫
々
相
臨
由
物
拙
せ
費
錦
之
様
に
可

有
見
計
事

一
、
仰
作
事
舶
旭
り
無
者
詑
相
手
見
合
諸
遺
品
川
刊
改
山
市
被
制
政
簡
単
品
過
不
足
川
一
之
棋
に
山
守
雄
獅
舟
旧
金
具
捕
時
候
も
白
紙
を
附
可
被
中
事

一
、
釘
持
織
物
受
棋
倒
横
目
中
下
代
~
相
断
此
目
敵
等
怠
入
制
改
控
中
簡
も
所
々
入
用
の
所
止
見
打
せ
尤
古
鉄
山
知
窓
入
恥
集
迫
て
立
し
用
uv
可
鵠

仕
方
世
可
泣
事

一
、
門
番
人
一
人
向
車
証
番
所
刷
け
不
中
柑
翻
諸
色
並
大
工
普
門
山
中
附
共
的
品
晴
嵐
事
肘
櫛
目
中
へ
中
漣
相
幽
戎
停
に
可
山
何
れ
に
よ
ら

γ
無
断

一
切
不
可
山
但
し
コ
ウ
フ
由
義
鹿
々
巾
を
改
め
可
出
、
用
場
引
担
番
人
所
々
見
旭
町
'
火
ノ
用
心
可
入
念
事

一
、
諸
手
用
場
へ
小
繭
役
人
龍
山
怖
用
人
中
手
代
に
至
る
迄
諸
事
拓
指
凶
柿
出
制
動
候
様
に
可
被
申
付
事

一
、
古
物
商
酬
請
色
出
物
請
取
附
蹴
目
巾
下
代
と
立
合
寸
尺
共
愈
入
J
U
白
掛
川
引
分
世
話
也
入
川
ノ
時
分
は
手
前
蔵
に
相
憾
の
物
有
之
は
可
被
致
抄
拡
尤
抑

物
ノ
節
は
致
時
時
以
後
柳
川
に
可
立
物
者
越
し
舵
桐
川
に
立
た
ず
」
る
も
の
は
役
人
呼
申
付
候
同
入
札
に
て
柵
可
憐
巾
候
、
御
捕
物
御
舟
手
。
面
々

自
分
は
不
具
申
升
へ
訓
泣
候
共
そ
の
目
問
委
細
仰
徒
目
什
へ
相
逮
胤
可
被
巾
事

一
、
嗣
舟
入
動
番
半
行
中
手
代
共
役
人
御
世
入
へ
不
参
内
に
路
間
長
々
役
割
之
岨
役
所
へ
挫
し
脱
者
役
人
口
組
せ
以
後
仕
組
可
械
中
候
、
大
凪
洪
水

の
簡
者
耐
人
共
手
代
画
連
H

平
辿
可
制
植
山
候
ι
昔
前
日
に
受
取
役
人
住
所
に
入
川
之
人
高
考
へ
一
人
に
て
も
余
計
錦
之
様
可
被
諦
川
崎
事

一
、
御
舟
作
事
有
之
町
者
純
換
別
て
無
抽
蹴
大
工
摘
出
腕
味
中
付
帥
々
「
大
工
制
過
不
足
地
之
様
仕
少
々
に
で
も
粗
末
成
儲
仕
世
不
巾
様
に
諸
事
本

入
可
憐
巾
付
、
極
材
木
泣
巾
儀
誌
替
繕
作
少
々
に
で
も
其
の
船
に
相
臨
白
温
具
泣
し
、
切
板
古
道
具
に
寄
ら
す
見
骨
拙
申
簡
は
奉
行
巾
へ
断
り
我

催
に
遣
問
世
供
、
附
り
、
大
工
用
事
有
之
と
て
査
よ
り
揚
凶
断
艇
は
‘
る
そ
の
品
承
周
奉
行
償
問
中
へ
相
断
指
凶
衣
停
に
揚
へ

L
、
尤
宿
よ
り
不
躍

出
大
工
有
之
者
事
行
中
へ
申
謹

L
宿
に
可
準
時
時
事

d ・r ・.，'.， 



一
、
御
舟
浩
容
有
之
簡
は
元
舟
川
町
間
尺
凡
合
制
違
無
之
様
に
仕
立
垣
廻
少
々
に
て
も
相
延
不
申
抹
に
可
仕
一
耳
舟
よ
り
棋
銑
替
不
巾
候
て
不
叶
義
有
之

候
は

h-悲
行
杭
H
中
へ
相
愉
り
相
談
山
ょ
に
て
可
相
極
制
物
の
姐
は
寸
尺
雌
と
も
本
制
艇
仕
削
町
制
大
工
に
相
叫
し
拙
掛
は
そ
山
版
町
内
組
に
畑
山
か

吋
可
担
功

一
、
杭
材
木
訓
申
凶
h
M
に
州
臨
則
前
H
H
且
甘
刊
凪
民
勢
起
承
令
制
民
宜
を
相
柚
惣
て
匙
特
斡
舟
に
て
も
強
み
弗
一
向
悦
世
に
そ
の
段
考
念
入
可
悦
中

却す
一
、
品
掛
大
一
ム
板
材
木
出
掛
中
節
制
合
考
へ
少
々
に
で
も
費
削

JL
拡
に
出
掛
け
姐
噌
制
胡
作
半
宥
之
助
者
刷
千
大
工
巾
合
世
抗
昨
怒
令
昨
昧
夫
々
比

計
州
艇
の
務
し
古
本
北
随
分
泣
H
V

什
計
上
に
て
新
本
可
泣
事

如ト

オ通

制l

行

五

除

以
上
.
私
は
岡
山
池
田
・
家
事
務
所

ω純
一
す
る
所

ω文
献
特
に
「
舟
手
」
に
閲
す
る
諸
記
録
に
よ
っ

τ、
船
舶
の
有

係
、
勝
一
臓
の
規
模
を
記
し
、
向
ほ
之
に
従
業
す
る
役
人
並
に
用
人
即
も
勢
働
者
に
閲
す
る
取
締
規
則
を
掲
げ
て
参

考
に
供

L
た
o

之
に
よ
っ
て
見
る
に
、
岡
山
組
問
の
般
廠
は
い
は
、
今
円
の
海
軍
工
廠

ω如
き
も
の
で
あ
っ
て
、
務

政
府
が
直
接
に
そ
の
需
要
す
る
所
の
般
舶
を
管
理
、
建
造
及
ぴ
修
繕
せ
ん
ご
す
る
の
施
設
で
あ
る
。
乍
併
そ
の
嶋
君

一一一

働
組
織
な
る
も
り
は
、
現
代
資
本
主
義
の
下
に
於
け
る
官
業
ピ
は
大
仁
異
る
、
之
れ
は
葦
L
常
時
の
経
済
組
織
、

政
治
組
制

ω
本
質
よ
り
来
る
常
然
山
結
巣
で
ゐ
っ
て
、
宮
川
の
叫
労
働
組
紙
が
そ
の
ま
、
官
業
仁
於

τ反
映
し
た
も

第
五
部

4二

第
二
オ
五
巻

一O
E
九

院

苑

岡
山
部
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自
瞥
船
雌
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の
で
あ
る
o

例
へ
ば
今
日

ω海
運
現
業
員
に
相
常
ず
る
所
い
嘗
時
的
水
夫
、
梶
取
、
船
一
閥
均
如
き
は
、
質
際
柚
労
働

を
搾
取
さ
れ
つ
、
あ
る
所
の
勢
働
者
で
あ
っ

T
、
現
代
の
階
級
闘
守
的
観
念
を
以
て
す
れ
ば
、
嘗
に
そ
の
般
船
所

有
者
に
謝
立
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
ゐ
る
ま
い
"
か
。
然
る
に
彼
等
は
、
最
も
低
き
地
位
で
は
あ
っ
た
ご
い
へ
、

武
士

ω待
遇
を
う
け
、
武
士
階
級
組
成
の
一
分
子
ご
し
て
却
て
農
玉
商
な
る
被
治
者
階
級
に
掛
立
し
て
ゐ
柁
の
で

あ
る
。
之
れ
経
済
的
に
h
H

そ
の
利
害
を
同
ふ
す
る
地
位
に
在
ム
リ
乍
ら
、
政
治
的
又
は
身
分
的
に
相
謝
立
す
る
に
歪

る
一
例
で
あ
る
。

大
工
、
墨
掛
大
工
そ
の
他
の
所
開
勢
働
者
は
、
今
日
の
工
場
に
於
け
る
如
き
労
働
者
ピ
異
り
、
恐
ら
〈
は
ピ
ュ

ツ

ヒ

ヤ

1
の
所
調
出
峨
的
賃
仕
事
ご
し
て
鋒
働
に
従
事
し
た
か
に
思
は
る
る
。
あ
れ
程
の
大
規
模
な
る
肺
臓
の
こ

t
な
れ
ば
、
勿
論
相
賞
に
多
〈
の
大
工
そ
の
他
の
職
人
が
専
周
し

τゐ
た
の
で
あ
る
が
、
直
接
之
官
記
し
た
交
献

は
な
く
、
車
に
之
を
想
定
し
う
る
に
す
ぎ
泊
凶
上
掲
の
御
舟
作
事
場

ω蛇
中
に
は
「
御
手
大
工
」
な
る
も

ω
が
あ

る
・
之
は
正
し
く
舶
版
専
属
の
大
工
で
あ
る
が
そ
の
数
は
明
か
で
な
い
γ

。
大
工
事
の
あ
る
場
合
仁
は
臨
時
的
に
多

〈
の
職
人
を
雇
用
し
、

そ
の
工
事
が
抽
枯
れ
ば
之
等
の
職
人
は
限
を
得
て
他
に
仕
事
を
求
め
た
の
で
あ
ら
う
。
而
て

か
、
る
場
合

ω職
人
材
労
働
者
三
雇
用
者
た
る
舵
服
己
の
関
係
は
、
小
企
業
者
た
る
職
人
親
方
ピ
脚
廠
ご
の
問
の
労

働
契
約
で
あ
ら
う
。
何
ご
な
れ
ば
官
時
の
工
業
労
働
が
親
方
弟
子
の
閥
係
に
立
つ
所
の
徒
弟
制
度
に
基
〈

hvι
で

あ
る
。
従
て
縦
A
T
舵
廠
が
多
数
の
大
工
等
を
継
綴
的
に
雇
用
し
て
ゐ
た
に
し
て
も
、
大
エ
ピ
船
廠
ど
の
聞
に
券
働

.. 

元時四年十三月 日の匙水主に際L、誌船に干奥せ L者へ波質量県へた記事

'llK:r1面白奉行以下大船頭，j、船頭市大工、劃治、町大工石屋勢」とある、舟大工

以下白職人が呆Lて船脚事嵐山ものか外来Il;>-~時的自ものか不明官。
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上

ω問
題
が
あ
れ
ば
、
少
く
ご
も
形
式
上
は
親
方
正
般
廠
ご
の
閲
係
で
あ
っ
て
、
多
〈
の
叫
労
働
者
た
る
弟
子
の
直

接
関
奥
せ
ゲ
る
所
で
あ
る
。
賞
時
の
事
情
を
以
て
し
且
つ
職
人
が
多
く
請
負
契
約
的
な
る
勢
働
に
従
事
す
る
聞
は

所
語
勢
資
闘
争
の
問
題
は
起
り
得
な
い
誇
で
ゐ
る
。

私
は
御
舟
人

ω御
用
所
掲
示
U
A
パ
御
舟
作
事
場
掲
示
内
捻
苔
な
る
も
の
を
一
々
解
盟
押
し
な
か
っ
た
が
、

そ
の
各

俊
市
引
に
見
山
叩
る
が
如
〈
、
多
く
は
舟
入
守
管
理
す
る
小
役
人
に
謝
す
る
規
律
で
め
る
。
納
入
内
に
傍
倒
す
る
も
の

は
間
接
に
こ

ω
規
定
に
よ
っ
て
統
制
せ
ら
晶
、
の
み
で
あ
る
。
徳
川
時
代
の
勤
倹
主
義
、
御
目
公
儀
第
一
主
義
が
ま

Y
J
¥
ご
そ
の
内
に
見
は
れ
一
1
ゐ
る
。
人
を
し
て
機
械
の
如
〈
勢
働
せ

L
め
ん

Z
し
、
且
つ
又
械
皮

ω消
梯
主
義

に
則
っ
て
失
品
質
を
小
に
す
る
事
の
み
ぞ
考
へ
、
積
極
的
に
能
率
を
精
進
し
、
会
館
Z
し
て
の
放
呆
の
大
な

ιん
4

}

ご
を
企
闘
し
た
る
が
如
き
貼
は
、
殆
Y
」
之
を
全
文

ω何
所
に
も
脅
見
す
る
こ
ご
は
出
来
ぬ
。

要
す
る
に
附
山
務
に
於
け
る
官
業
|
|
若
し
こ
の
舶
蹴
制
度
を
官
業
ご
い
I

ぴ
う
る
な
ら
ば
|
|
に
於
け
る
労
働

関
係
以
、
封
絶
制
度
上
り
治
者
階
級
た
る
武
士
と
被
泊
者
階
級
た
る
工
人
ご
の
一
柿

ω賃
仕
事
的
労
働
契
約
で
あ

hJ
、
工
人
階
級
自
身
に
於
て
は
親
方
弟
子
の
関
係
で
め
る
。
こ
の
関
係
は
航
廠
が
多
数
の
専
属
職
人
を
有
し
て
居

た
場
合
に
も
矢
張
b
同
一
ピ
、
思
A

。
舟
入
仁
於
り
る
一
定

ω
工
事
が
竣
れ
ば
、
大
工
は
務
主
又
は
舵
手
か
ら
賞

一一い町 J

一
種
山
恩
恵
正
光
柴
JE
を
戚
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
禍
の
官
業
以
、
恐
ら
く
他
の
諸
舗
に
も
あ
っ
た

こ
正
、
思
ふ
が
、
そ
的
労
働
関
係
は
岡
山
離
の
そ
れ
ご
悶
じ
(
、
現
代
的
資
本
主
義
的
労
働
関
係
に
非
守
し
て
、

封
建
的
ギ
y

ド
的
且
つ
主
従
的
第
働
関
係
で
ゐ
っ
た
Z
信
守
る
。
(
昭
和
三
年
紳
省
特
の
日
)

奥
b
d
得
て
、
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十
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